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条例  

甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  令和７年９月２６日 

甲府市長 樋 口 雄 一

甲府市条例第３９号

甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を 

改正する条例 

第１条 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７ 

年１２月条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中１３の項を１４の項とし、１２の項の次に次のように加える。 

１３ 市長 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律 ( 平成１７年法律第１２３号 ) による地域生活支援事

業（以下「地域生活支援事業」という。）の実施に関する

事務であって規則で定めるもの 

  別表第２の１の項中「就労自立給付金」の次に「若しくは進学・就職準備給付 

金」を加え、「 ( 平成１７年法律第１２３号 ) 」及び「永住帰国旅費、自立支度 

金、一時金、一時帰国旅費又は」を削り、同表の３の項中 

「 

を 甲府市ひとり親家庭等医療費の助成に関する情報であって規則
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」 

「 

 

 

 

 

」 

同表の４の項中 

「 

  

を 

 

                               」 

「 

 

 

  に改め、 

 

 

」 

同表に次のように加える。 

１４  市長 地域生活支援事業の実施に

関する事務であって規則で

定めるもの 

地方税関係情報、住民票関

係情報、生活保護関係情報

又は外国人生活保護関係情

報であって規則で定めるも

の 

第２条 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す 

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を次

のように改正する。 

で定めるもの 

甲府市ひとり親家庭等医療費の助成に関する情報であって規則

で定めるもの 

甲府市重度心身障害者医療費の助成に関する情報であって規則

で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、外国人

生活保護関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定

めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報、外国人

生活保護関係情報又は医療保険給付関係情報であって規則で定

めるもの 

甲府市重度心身障害者医療費の助成に関する情報であって規則

で定めるもの 

に改め、  
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  別表第１中１４の項を１５の項とし、１３の項の次に次のように加える。 

１４ 市長 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に

関する事務であって規則で定めるもの 

別表第１に次のように加える。 

１６ 教育委 

員会 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に

関する事務であって規則で定めるもの 

別表第２の１の項中 

「 

を 

」 

「 

」 

同表の２の項中 

「 

を 

」

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）による中国残留邦人等支援給付等の支給に関す

る情報（以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」とい 

う。）であって規則で定めるもの 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残

留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）による中国残留邦人等支援給付等の支給に関す

る情報（以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」とい 

う。）であって規則で定めるもの 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関す

る情報 ( 以下「住登外者宛名情報」という。) であって規則で 

定めるもの 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第７条第４号に規

定する事項（以下「住民票関係情報」という。）であって規則

で定めるもの 

に改め、 
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「 

    

    

    

    

」 

同表の３の項及び４の項中 

「 

 

  

」 

「 

 

に改め、 

 

」 

同表の５の項中 

「 

 

  

」                      

「 

 

に改め、 

 

」 

同表の６の項及び７の項中 

「 

 を 

」                                 

住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第７条第４号に規

定する事項（以下「住民票関係情報」という。）であって規則

で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

甲府市重度心身障害者医療費の助成に関する情報であって規則

で定めるもの 

甲府市重度心身障害者医療費の助成に関する情報であって規則

で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は外国

人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は外国

人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの 

を  

に改め、 

 

を  
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「 

  

 

」 

同表の８の項中 

「 

  

  

」 

「 

 

に改め、 

 

」 

同表の９の項中 

「 

 を 

」 

「 

 

 

」 

同表の１０の項中 

「 

 を 

」 

「 

 

 

」 

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手

当の支給に関する情報であって規則で定めるもの 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手

当の支給に関する情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

を  

  

に改め、 

 

に改め、 

 

に改め、 
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同表の１１の項中 

「 

障害者関係情報又は療育手帳制度要綱（昭和４８年厚生省発児 

第１５６号）による療育手帳に関する情報（以下「療育手帳関

係情報」という。）であって規則で定めるもの 

                                」 

「 

 

 

 

 

」 

 同表の１２の項中 

「 

  

 

」 

「 

 

に改め、 

 

」 

同表の１３の項中 

「 

 を 

」 

「 

 

 

」 

障害者関係情報又は療育手帳制度要綱（昭和４８年厚生省発児

第１５６号）による療育手帳に関する情報（以下「療育手帳関

係情報」という。）であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

障害者関係情報又は療育手帳関係情報であって規則で定めるも

の 

障害者関係情報又は療育手帳関係情報であって規則で定めるも

の 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

を  

  

に改め、 

 

を  

に改め、 
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同表の１４の項中 

「 

」

「 

に改め、 

」

同表に次のように加える。 

１５ 市長 法別表の各項の下欄に掲げ

る事務であって規則で定め

るもの 

住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの 

１６ 教育委 

員会 

法別表の各項の下欄に掲げ

る事務であって規則で定め

るもの 

住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの 

別表第３中２の項を３の項とし、１の項の次に次のように加える。 

２ 教育委員会 住登外者宛名番号管理

機能による住登外者の

情報の管理に関する事

務であって規則で定め

るもの 

市長 住登外者宛名情報で

あって規則で定める

もの 

別表第３に次のように加える。 

４ 市長 住登外者宛名番号管理

機能による住登外者の

情報の管理に関する事

務であって規則で定め

るもの 

教育委員会 住登外者宛名情報で

あって規則で定める

もの 

  附 則 

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は外国

人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報又は外国

人生活保護関係情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

を  
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この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和８年１月５日から 

施行する。 
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 甲府市職員旅費支給条例及び公聴会参加者等の実費弁償条例の一部を改正する等

の条例をここに公布する。 

  令和７年９月２６日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４０号 

   甲府市職員旅費支給条例及び公聴会参加者等の実費弁償条例の一部を改正す

る等の条例 

 （甲府市職員旅費支給条例の一部改正） 

第１条 甲府市職員旅費支給条例（昭和３０年３月条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条第２号中「職員」の次に「のうち、本市の要請により国又は他の地方公

共団体の職員から引き続いて職員となったものその他市長が特に必要と認めるも

の」を加え、同条第３号中「根拠地」を「根拠」に改め、同条中第７号を第８号

とし、第６号の次に次の１号を加える。 

  ⑺ 家族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計

を一にするものをいう。 

  第３条第１項中「公務のため旅行」を「出張」に改め、「場合には」の次に 

「、当該職員に対し」を加える。 

  第４条の見出し中「種類」の次に「及び内容」を加え、同条中「車賃、日当、

宿泊料、食卓料、移転料及び扶養親族移転料とする」を「その他の交通費、宿泊

費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費及び家族移転費とし、これらの内容について

は、第６条から第１４条までに定めるところによる」に改める。 

  第５条中「旅費は」の次に「、旅行に要する実費を弁償するためのものとして

この条例で定める種類及び内容に基づき」を加え、「の旅費により」を「によっ

て」に改め、同条ただし書中「及び方法によって旅行しがたい」を「又は方法に
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より旅行し難い」に改める。 

  第６条から第９条までを次のように改める。 

  （鉄道賃） 

 第６条 鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項

に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７６号）

第１条第１項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第９条

において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費

用（第２号から第６号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に

支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額

とする。 

  ⑴ 運賃 

  ⑵ 急行料金 

  ⑶ 寝台料金 

  ⑷ 座席指定料金 

  ⑸ 特別車両料金（市長が県外旅行をする場合に限る。） 

  ⑹ 前各号に掲げる費用に付随する費用 

 ２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により

移動するときは最下級（市長の場合は、最下級の直近上位の級）の運賃の額と

する。 

  （船賃） 

 第７条 船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第２項

に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次

項及び第９条において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額は、

次に掲げる費用（第２号から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃

に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）

の額の合計額とする。 

  ⑴ 運賃 

  ⑵ 寝台料金 

  ⑶ 座席指定料金 

  ⑷ 特別船室料金（市長に限る。） 
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  ⑸ 前各号に掲げる費用に付随する費用 

 ２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により

移動するときは最下級（市長の場合は、最上級の直近下位の級）の運賃の額と

する。 

（航空賃） 

 第８条 航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８

項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをい

う。次項及び次条において同じ。）を利用する移動に要する費用とし、その額

は、次に掲げる費用（第２号及び第３号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃

に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。）

の額の合計額とする。 

  ⑴ 運賃 

  ⑵ 座席指定料金 

  ⑶ 前２号に掲げる費用に付随する費用 

 ２ 前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機によ

り移動する場合には、最下級（市長の場合は、最上級の直近下位の級）の運賃

の額とする。 

（その他の交通費） 

 第９条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する

費用とし、その額は、次に掲げる費用（第２号から第５号までに掲げる費用

は、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

  ⑴ 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗

合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客

の運送を行うものに限る。）の用に供する自動車を利用する移動に要する運

賃 

  ⑵ 道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供 

する自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除 

く。）を利用する移動に要する運賃 

  ⑶ 前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１項の許

可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接
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要する費用（次号に掲げる費用を除く。） 

  ⑷ 職員が自家用自動車（別に定める手続により承認を受けたものに限

る。）を利用する移動に要する費用 

  ⑸ 前各号に掲げる費用に付随する費用 

 ２ 前項第４号に掲げる費用の額は、路程１キロメートルにつき３７円を支給す

る。この場合において、全路程を通算して計算し、通算した路程に１キロメー

トル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。 

  第９条の２を削る。 

  第１０条から第１２条までを次のように改める。 

（宿泊費） 

 第１０条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等

の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４５号。以下「省令」という。）別表

第２に規定する職務の級が１０級以下の者（市長及び副市長等にあっては、同

表に規定する指定職職員等）の例に準じた額（次条において「宿泊費基準額」

という。）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則

で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

（包括宿泊費） 

 第１１条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費

用とし、その額は、当該移動に係る第６条から第９条までの規定による交通費

（第１４条第１項第１号において「交通費」という。）の額及び当該宿泊に係

る宿泊費基準額の合計額とする。 

（宿泊手当） 

 第１２条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用と

し、その額は、省令別表第３に定める１夜当たりの定額とする。 

 ２ 宿泊手当の額は、この条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費に

ついて次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当

該各号に掲げる額とする。 

  ⑴ 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項

で定める定額の３分の２の額 

  ⑵ 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定
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額の３分の１の額 

 ３ 移動中に宿泊する場合における宿泊手当の額は、この条例の規定により支給

される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費（包括宿泊費及び家族移転費

のうちこれらに相当するものを含む。）に食費に相当するものが含まれるとき

は、前２項の規定にかかわらず、第１項で定める定額の３分の１の額とする。 

 ４ 職員が、旅行中自宅（住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。）

に宿泊する場合は、前３項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。 

  第１２条の２及び第１２条の３を削る。 

  第１３条を次のように改める。 

（転居費） 

 第１３条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（次条第１項各号に規定する

場合の家族の転居に要する費用を含む。）とし、その額は、次に掲げる方法に

より算定した額とする。 

  ⑴ 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、

かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要す

る額を転居費の額とする方法 

  ⑵ 職員が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第８０条第１項の許可

を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを

利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額（当

該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定し

た額を超える場合にあっては、当該額）とする方法 

 ２ 前項の算定に当たっては、この条例の規定により他の種類として支給を受け

る費用その他の公費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除

くものとする。 

 ３ 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給を受ける場合には、前２項の規 

定により算定した転居費の額から当該支給を受ける金額を差し引くものとす 

る。 

第１６条を削る。 

第１５条を第１６条とする。 

第１４条中「車賃」を「その他の交通費」に改め、同条を第１５条とする。 
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第１３条の次に次の１条を加える。 

（家族移転費） 

 第１４条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、

次に掲げる額とする。 

  ⑴ 赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下

この号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家

族１人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費の額、宿泊

費、包括宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額 

  ⑵ 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１

年以内に家族を職員の居住地に移転する場合には、同号の規定に準じて算定

した額 

 ２ 任命権者又はその委任を受けた者は、公務上の必要又は天災その他やむを得 

ない事情がある場合には、前項第２号に規定する期間を延長することができ 

る。 

第１８条第１項中「当該職員の前職相当の額をもって計算した」を削り、「旧

勤務地（赴任中の場合は旧住所）」を「遺族の居住地」に改め、同項ただし書中

「扶養親族を随伴する」を「家族移転費が支給されている」に改め、同条第２項

中「前項」を「前２項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の

１項を加える。 

 ２ 職員が死亡した場合において、遺族が帰住する場合は、遺族の居住地から帰 

住地（外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地）までの旅費 

（宿泊費及び包括宿泊費を除く。）を当該職員の遺族に支給する。 

第１９条を削る。 

  第１９条の２中「昭和２５年法律第１１４号）」の次に「その他関係法令」を

加え、同条を第１９条とする。 

  第２０条の見出しを「規則への委任」に改め、同条中「実施のため必要な事項

は、市長が定める」を「に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、規則で定める」に改め、同条を第２５条とする。 

  第１９条の３中「旅費支給区分の上位者」を「市長」に、「鉄道賃又は船賃に

ついては、当該上位者」を「旅費（宿泊費を除く。）の額は、市長」に、「鉄道
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賃又は船賃の額と同じ額を支給」を「旅費に相当する額と」に改め、同条を第

２０条とする。 

  第１９条の４を第２１条とし、同条の次に次の３条を加える。 

（旅費の支給額の上限） 

 第２２条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（家族移転費のうちこれら

に相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、第６条第１項各号、第７条

第１項各号、第８条第１項各号及び第９条第１項各号（第４号を除く。）に掲

げる各費用について、当該各条及び第５条の規定により計算した額と現に支払

った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

 ２ 宿泊費、包括宿泊費、転居費及び家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除

く。）に係る旅費の支給額は、当該各種類について第５条、第１０条、第１１

条、第１３条及び第１４条第１項の規定により計算した額と現に支払った額を

比較し、当該各種類ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。 

（旅費の請求手続） 

 第２３条 旅費 ( 概算払による旅費を含む。 ) の支給を受けようとする職員及び

概算払による旅費の支給を受けた職員でその精算をしようとするものは、別に

定める請求書又は精算書に必要な書類を添えて任命権者に提出しなければなら

ない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、

その請求に係る旅費のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が

明らかにされなかった部分の支給を受けることができない。 

 ２ 概算払に係る旅費の支給を受けた職員は、当該旅行を完了した後所定の期間

内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。 

 ３ 任命権者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の

期間内に、当該過払金を返納させなければならない。 

（旅費の調整） 

 第２４条 任命権者は、職員が本市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他

旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を

支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を

支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費

又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。 
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 ２ 任命権者は、職員がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅

行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長

の定めるところにより旅費を支給することができる。 

  別表第１及び別表第２を削る。 

 （公聴会参加者等の実費弁償条例の一部改正） 

第２条 公聴会参加者等の実費弁償条例（昭和２３年８月条例第２６号）の一部を

次のように改正する。 

  第２条中「日当、鉄道賃、車賃、宿泊料及びその他の費用」を「鉄道賃、船  

 賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費及び宿泊手当とし、その額  

 は、市長に支給する旅費に相当する額」に改める。 

  第３条を削り、第４条を第３条とする。 

  第５条を削る。 

  別表を削る。 

 （甲府市学校職員旅費支給条例の廃止） 

第３条 甲府市学校職員旅費支給条例（昭和３８年４月条例第１７号）は、廃止す

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （甲府市職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の甲府市職員旅費支給条例（以下「新条例」とい

う。）の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に出発す

る旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 

３ 新条例第１８条の規定は、施行日以後に死亡した場合について適用し、施行日

前に死亡した場合については、なお従前の例による。 

 （公聴会参加者等の実費弁償条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第２条の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償条例の規定は、施行日

以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前

の例による。 

 （甲府市学校職員旅費支給条例の廃止に伴う経過措置） 
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５ 第３条の規定による廃止前の甲府市学校職員旅費支給条例の規定により、この

条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 
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 甲府市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年９月２６日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４１号 

   甲府市手数料条例の一部を改正する条例 

 甲府市手数料条例（平成１２年３月条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１号中「３筆」を「５筆」に、「３棟まで」を「５棟まで、償却資産は１

名義」に改め、同表第２号中「３筆」を「６筆」に、「３棟」を「６棟」に改め、

「、償却資産は１名義」を削り、同表第１８号の２中「３筆」を「６筆」に、「３

棟」を「６棟」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和８年１月５日から施行する。  
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 甲府市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年９月２６日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４２号 

   甲府市印鑑条例の一部を改正する条例 

 甲府市印鑑条例（昭和５６年１２月条例第４６号）の一部を次のように改正す

る。  

第４条第２項及び第６条第６号中「の備考欄」を削る。 

第１３条（見出しを含む。）中「まっ消」を「抹消」に改める。 

 附 則 

この条例は、令和８年１月５日から施行する。ただし、第１３条の改正規定は、

公布の日から施行する。 
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 甲府市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年９月２６日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４３号 

   甲府市都市公園条例の一部を改正する条例 

 甲府市都市公園条例（昭和３２年１２月条例第５２号）の一部を次のように改正

する。 

 第３条の２中「及び甲府市甲府駅北口多目的広場（以下「多目的広場」とい

う。）」を「、甲府市甲府駅北口多目的広場（以下「多目的広場」という。）及び

遊亀公園（法第５条第１項の規定による許可を受けた施設を除き、遊亀公園に設置

する附属動物園（以下「附属動物園」という。）を含む。第３条の３、第５条、第

７条から第８条まで及び第１２条において同じ。）」に改める。 

 第３条の３に次の１号を加える。 

 ⑷ 遊亀公園 

  ア 法第６条第１項又は第３項の許可に関する業務（法第７条第１項第６号に

規定する仮設工作物で、遊亀公園の設置目的の範囲内で設けられるものに対

する定型的な許可に係るものに限る。）及び第５条第１項又は第３項の許可

に関する業務 

  イ 附属動物園の利用の許可に関する業務 

  ウ 施設、設備等の維持管理に関する業務（動物の飼育及び展示に関する業務

を除く。） 

  エ アからウまでに掲げるもののほか、市長が定める業務 

 第５条第１項及び第７条第１項中「及び多目的広場」を「、多目的広場及び遊亀

公園」に改める。 

 第７条の２第１項中「許可に限る。）」の次に「を受けた者」を加え、同条第５

項を同条第６項とし、同条第４項中「第１項及び第２項」を「第１項から第３項ま
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で」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中「前２項」を「前３項」に改

め、同項を同条第４項とし、同条第２項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の

１項を加える。 

２ 法第６条第１項若しくは第３項の許可（遊亀公園に係るもののうち、法第７条

第１項第６号に規定する仮設工作物で、遊亀公園の設置目的の範囲内で設けられ

るものに対する定型的な許可に限る。）又は第５条第１項若しくは第３項の許可

（遊亀公園に係るものに限る。）を受けた者は、別表第１に定める額の範囲内に

おいて、市長の承認を受けて指定管理者が定める額の利用料金を納付しなければ

ならない。 

 第８条中「及び多目的広場」を「、多目的広場及び遊亀公園」に改める。 

 第１２条第１項に次の１号を加える。 

 ⑸ 第１７条第４項各号のいずれかに該当すると認められる者 

 第１２条第３項中「及び多目的広場」を「、多目的広場及び遊亀公園」に改め、

「第６条の２第１項」の次に「若しくは第１７条第２項」を加える。 

 第１７条を次のように改める。 

 （遊亀公園附属動物園） 

第１７条 附属動物園の開園時間及び休園日は、次のとおりとする。ただし、指定

管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を受けて、臨時に開園し、

若しくは休園し、又は開園時間を変更することができる。 

 ⑴ 開園時間 

  ア ４月１日から１０月３１日まで 午前９時から午後５時まで 

  イ １１月１日から翌年３月３１日まで 午前９時３０分から午後４時３０分

まで 

 ⑵ 休園日 

  ア １２月２９日から翌年１月１日まで 

  イ 月曜日（この日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）

に規定する休日である場合は、その日後においてその日に最も近い休日でな

い日） 

２ 附属動物園に入園しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなけ

ればならない。 
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３ 指定管理者は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、

条件を付することができる。 

４ 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、附属動物園への入園を

許可しないことができる。 

 ⑴ 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。 

 ⑵ 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる

と認められるとき。 

 ⑶ 施設、設備等を損傷し、又は動物に危害を加えるおそれがあると認められる

とき。 

 ⑷ 前３号に掲げるもののほか、附属動物園の管理上支障があると認められると

き。 

５ 第２項の許可を受けた者は、別表第４に定める入園料を前納しなければならな

い。 

６ 第７条第３項及び第４項の規定は、前項の入園料について準用する。 

７ 附属動物園において生じた損害については、市の責めに帰すべき事由に基づく

ものを除き、市は、その賠償の責めを負わない。 

   附 則 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に効力を有する市長の行った利用の許可その他の処分

（この条例による改正後の第３条の３第４号の規定による許可に相当する許可及

びこの条例による改正後の第８条又は第１２条の規定による処分に相当する処分

（遊亀公園に係るものに限る。）に限る。）は、この条例の施行の日以後におい

ては、指定管理者の行った利用の許可その他の処分とみなす。 
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 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

  令和７年９月２６日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４４号 

   企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例 

 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和２８年３月条例第１５号）の

一部を次のように改正する。 

 第１６条第２項中「養育するため１日の勤務時間の」の次に「全部又は」を加  

え、「範囲内の」を「範囲内又は１年につき管理者が指定する時間を超えない範囲 

内の」に改める。 

   附 則 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 
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 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年９月２６日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市条例第４５号 

   甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例等の一部を改正する条例 

 （甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 

第１条 甲府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例（平成２６年９月条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

  第１５条第１項第１号中「この号及び次号において」を削る。 

  第２５条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号（幼保連携

型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園法第  

 ２７条の２第１項各号、幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては学校

教育法第２８条第２項において準用する認定こども園法第２７条の２第１項各  

 号）」に改める。 

 （甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第２条 甲府市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２６年９月条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改め  

 る。 

 （甲府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第３条 甲府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
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（平成２６年９月条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

  第１２条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改め  

 る。 

 （甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第４条 甲府市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成３０

年１２月条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改め  

 る。 

 （甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第５条 甲府市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成３０年１２月条例第５７号）の一部を次のように改正する。 

  第３条の次に次の１条を加える。 

  （虐待等の禁止） 

 第３条の２ 職員は、園児に対し、法第２７条の２第１項各号に掲げる行為その

他園児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。 

  第１５条第１項中「から第１４条まで」を「、第１４条」に改め、同項の表第

１３条の項を削る。 

 （甲府市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改

正） 

第６条 甲府市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令

和７年３月条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１３条中「第３３条の１０各号」を「第３３条の１０第１項各号」に改め  

 る。 

 附 則 

 この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 
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規則  
 

 

 市立甲府病院使用料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す  

る。 

  令和７年９月２６日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６３号 

 市立甲府病院使用料等徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

 市立甲府病院使用料等徴収条例施行規則（昭和３５年１１月規則第４６号）の一

部を次のように改正する。 

 別表診察、検診関係の表中 

「 

健康診断料  算定方法により算

定した額 

基本健康診断料 １回   ５，９１０円 

基本人間ドック料 １回  ３３，６３７円 

                                 」 

「 

健康診断料  算定方法により算

定した額 

定期健康診断料 １回   ５，０００円 

特定健康診断料 １回   ５，９１０円 

基本人間ドック料 １回  ３３，６３７円 

人間ドッ 乳がん検診（マンモグラ １回   ３，０００円 

を  
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クオプシ

ョン検査

料金  

フィ１方向） 

乳がん検診（マンモグラ

フィ２方向） 

１回   ４，０００円 

乳がん検診（マンモグラ

フィ＋乳腺超音波検査） 

１回   ６，２００円 

子宮頸がん検診（細胞診

＋経膣超音波検査） 

１回   ３，５００円 

子宮頸がん検診（細胞診

＋経膣超音波検査＋ＨＰ

Ｖ検査） 

１回   ７，０００円 

前立腺がん検診（ＰＳＡ

検査） 

１回   １，２１０円 

骨粗しょう症検査 １回   ４，５００円 

                                 」 

「前立腺癌検診料」を「前立腺がん検診料」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、  
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 甲府市職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布す

る。 

  令和７年９月２６日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６４号 

   甲府市職員の育児休業等に関する規則等の一部を改正する規則 

 （甲府市職員の育児休業等に関する規則の一部改正） 

第１条 甲府市職員の育児休業等に関する規則（平成４年３月規則第１２号）の一

部を次のように改正する。 

  第１４条中「非常勤職員であって、１日につき定められた勤務時間が６時間 

 １５分以上である勤務日がある」を削る。 

  第１５条第１項中「の承認の請求は、部分休業承認請求書」を「に係る地方公

務員の育児休業等に関する法律第１９条第１項の規定による承認の請求、同条

第２項の規定による申出及び同条第３項の規定による変更は、部分休業簿」に

改める。 

 第５号様式を次のように改める。 
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 第５号様式（第１５条関係） 

 

 

（
第

１
面

）

申
出

対
象

期
間

年
度

所
属

職
員

番
号

氏
名

続
柄

等
生

年
月

日

年
　

　
月

　
　

日

申
出

月
日

申
出

の
内

容
（
①

又
は

②
を

記
入

）

変
更

月
日

変
更

後
の

内
容

（
①

又
は

②
を

記
入

）
変

更
が

必
要

な
事

情
特

別
の

事
情

の
有

無
（有

又
は

無
を

記
入

）

変
更

月
日

変
更

後
の

内
容

（
①

又
は

②
を

記
入

）
変

更
が

必
要

な
事

情
特

別
の

事
情

の
有

無
（有

又
は

無
を

記
入

）

４
　

備
　

考

（
注

）

部
　

分
　

休
　

業
　

簿

１
　

請
求

に
係

る
子

２
　

申
出

　
月

　
日

※
申

出
の

内
容

（
変

更
後

の
内

容
も

共
通

）

①
１

日
に

つ
き

２
時

間
を

超
え

な
い

範
囲

内
②

１
年

に
つ

き
条

例
で

定
め

る
時

間
（
1
0
日

相
当

）
を

超
え

な
い

範
囲

内

生
年

月
日

年
　

　
月

　
　

日

続
柄

等

氏
名

氏
名

　
３

　
第

１
号

部
分

休
業

の
承

認
が

、
職

員
か

ら
の

請
求

に
基

づ
き

取
り

消
さ

れ
た

場
合

は
、

そ
の

旨
を

第
３

面
に

記
入

す
る

こ
と

。

３
　

変
更

（第
１

回
目

）

３
　

変
更

（第
２

回
目

）

　
１

　
申

出
、

変
更

又
は

請
求

に
係

る
子

の
氏

名
、

職
員

と
の

続
柄

等
及

び
生

年
月

日
を

証
明

す
る

書
類

と
し

て
は

例
え

ば
以

下
が

挙
げ

ら
れ

る
。

　
　

医
師

又
は

助
産

師
が

発
行

す
る

出
生

（
産

）
証

明
書

、
母

子
健

康
手

帳
の

出
生

届
出

済
証

明
書

、
官

公
署

が
発

行
す

る
出

生
届

受
理

証
明

書
又

は
養

子
縁

組
届

受
理

証
明

書
、

事
件

が
係

属
し

て
い

る
家

庭
裁

判
所

等
が

発
行

す
る

事
件

係
属

証
明

書
、

　
　

児
童

相
談

所
長

が
発

行
す

る
委

託
措

置
決

定
通

知
書

又
は

証
明

書
等

（
写

し
で

も
可

）

　
２

　
第

１
号

部
分

休
業

の
承

認
の

請
求

の
場

合
は

第
２

面
、

第
２

号
部

分
休

業
の

承
認

の
請

求
の

場
合

は
第

４
面

を
用

い
る

こ
と

。

　
月

　
日

　
月

　
日

職
 員

 課
 決

 定
 欄

主
 管

 部
 決

 定
 欄

職
 員

 課
 決

 定
 欄

主
 管

 部
 決

 定
 欄

主
 管

 部
 確

 認
 欄

職
 員

 課
 確

 認
 欄
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第
１

号
部

分
休

業
の

承
認

の
請

求
の

場
合

（
第

２
面

）

年
度

所
属

氏
名

※
※

※

1
月

　
　

日
か

ら
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で
　

月
　

　
日

2
月

　
　

日
か

ら
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で
　

月
　

　
日

3
月

　
　

日
か

ら
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で
　

月
　

　
日

4
月

　
　

日
か

ら
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で
　

月
　

　
日

5
月

　
　

日
か

ら
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で
　

月
　

　
日

6
月

　
　

日
か

ら
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で
　

月
　

　
日

7
月

　
　

日
か

ら
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で
　

月
　

　
日

8
月

　
　

日
か

ら
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で
　

月
　

　
日

9
月

　
　

日
か

ら
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で
　

月
　

　
日

1
0

月
　

　
日

か
ら

月
　

　
日

ま
で

時
　

　
分

か
ら

時
　

　
分

ま
で

　
月

　
　

日

（
注

）
3
0
分

単
位

で
請

求
す

る
こ

と
。

（
※

印
の

欄
は

請
求

者
が

記
入

又
は

確
認

す
る

こ
と

。
）

月
　

日
毎

日
／

曜
日

等

整
理

番
号

　
　

　
　

　
部

分
休

業
の

承
認

の
請

求
を

す
る

期
間

時
　

間
備

　
　

考
請

求
月

日
請

求
者

の
確

認

主
 管

 部
 決

 定
 欄

職
 員

 課
 決

 定
 欄
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第
１

号
部

分
休

業
の

承
認

の
取

消
し

の
場

合
（
第

３
面

）

年
度

所
属

氏
名

※
　

　
　

部
分

休
業

の
承

認
の

取
消

し
の

期
間

※
※

1
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

2
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

3
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

4
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

5
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

6
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

7
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

8
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

9
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

10
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

（※
印

の
欄

は
請

求
者

が
記

入
又

は
確

認
す

る
。

）

整
理

番
号

月
　

日
時

　
間

請
求

者
の

確
認

主
管

部
決

定
欄

時
間

数
備

　
　

考
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第
２

号
部

分
休

業
の

承
認

の
請

求
の

場
合

（
第

４
面

）

年
度

所
属

氏
名

第
２

号
部

分
休

業
の

時
間

数
時

間
※

　
　

部
分

休
業

の
承

認
の

請
求

を
す

る
期

間
※

※
※

※

請
求

時
間

数
残

時
間

数

1
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

時
間

　
月

　
　

日

2
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

時
間

　
月

　
　

日

3
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

時
間

　
月

　
　

日

4
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

時
間

　
月

　
　

日

5
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

時
間

　
月

　
　

日

6
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

時
間

　
月

　
　

日

7
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

時
間

　
月

　
　

日

8
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

時
間

　
月

　
　

日

9
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

時
間

　
月

　
　

日

10
　

月
　

　
日

か
ら

　
月

　
　

日
ま

で
時

　
　

分
か

ら
時

　
　

分
ま

で

時
間

時
間

　
月

　
　

日

（
注

）
１

時
間

ま
た

は
１

日
単

位
で

請
求

す
る

こ
と

。

（
※

印
の

欄
は

請
求

者
が

記
入

又
は

確
認

す
る

こ
と

。
）

備
　

　
考

整
理

番
号

月
　

日
時

　
間

請
求

月
日

請
求

者
の

確
認

主
管

部
決

定
欄
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 （職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正） 

第２条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則（平成７年３月規則第４号）

の一部を次のように改正する。 

  第１６条第１項中「第２３条の２第１項」を「第２３条の３第１項」に改め  

 る。 

  第２３条の４を第２３条の５とし、第２３条の３を第２３条の４とし、第２３

条の２を第２３条の３とし、第２３条の次に次の１条を加える。 

  （条例第１４条の２第２項の規則で定める期間） 

 第２３条の２ 条例第１４条の２第２項の規則で定める期間は、同項に規定する

対象職員の子が１歳１１か月に達する日の翌々日から２歳１１か月に達する

日の翌日までの１年間とする。 

  第２７条第４項中「、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した」

を削る。 

  第２７条の２第３項中「介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又

は終業の時刻まで連続した２時間（育児休業法第１９条第１項に規定する」を

「育児休業法第１９条第１項の規定による同条第２項第１号に掲げる範囲内で

請求する」に、「ある日については、当該」を「ある日の介護時間について

は、１日につき」に、「時間）」を「時間」に改める。 

  第２８条の２第１項中「第２３条の２」を「第２３条の３」に改める。 

 （甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第３条 甲府市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則（令和２年３月

規則第５号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条第１項中「第１９条の規定による」を「第１９条第１項の規定による

同条第２項第１号に掲げる範囲内で請求する」に改める。 

附 則 

１ この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の 

 調整をして使用することができる。 
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 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部を改

正する規則をここに公布する。 

  令和７年９月２６日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第６５号 

   甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則 

の一部を改正する規則 

第１条 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

（令和２年３月規則第１０号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中第７号を第１０号とし、第６号を第９号とし、第５号を第６号

とし、同号の次に次の２号を加える。 

  ⑺ 生活保護法第５５条の５第１項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人

に係る進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実につ

いての審査又はその申請に対する応答に関する事務 

  ⑻ 生活保護法第５５条の８第１項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人

に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 

  第２条第１項第４号の次に次の１号を加える。 

  ⑸ 生活保護法第２９条第１項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に係

る資料の提供等の求めに関する事務 

  第２条第１３項中「別表第１第１３項」を「別表第１第１４項」に改め、同項

を同条第１４項とし、同条第１２項の次に次の１項を加える。 

 １３ 条例別表第１第１３項の規則で定める事務は、次のとおりとする。 

  ⑴ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７
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年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第７７条第１項第

６号の規定による日常生活用具給付等事業に関する事務 

  ⑵ 障害者総合支援法第７７条第１項第８号の移動支援事業に関する事務 

  ⑶ 障害者総合支援法第７７条第３項の規定による訪問入浴サービス事業に関

する事務 

  ⑷ 障害者総合支援法第７７条第３項の規定による日中一時支援事業に関する

事務 

  第３条第２項第５号中「若しくは同法第２６条の保護の停止若しくは廃止」を

「、同法第２６条の保護の停止若しくは廃止若しくは同法第２９条第１項の資料

の提供等の求め」に改め、「就労自立給付金」の次に「若しくは同法第５５条の

５第１項の進学・就職準備給付金」を加え、同項第１２号中「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）」を

「障害者総合支援法」に改める。 

  第５条第２項中第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

  ⑷ 前項の事務に係る助成に係る子どもの甲府市重度心身障害者医療費助成金

支給条例による支給に関する情報 

  第６条第２項第１号中「助成に係るひとり親家庭等の父若しくは母に係る道府

県民税に関する情報又はひとり親家庭等の父若しくは母及び児童若しくは父母の

いない児童」を「助成対象者」に改め、同項第２号中「申請を行う者及び当該申

請を行う者」を「助成対象者及び当該助成対象者」に改め、同項第３号中「申請

を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者」を「助成対象者」に改

め、同号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 前項の事務に係る助成対象者に係る甲府市重度心身障害者医療費助成金支

給条例による支給に関する情報 

  第７条第２項第１号中「祝金の支給に係るひとり親家庭等の世帯の道府県民税

に関する情報又はひとり親家庭等に属する児童若しくは父母のない児童」を「支

給対象児童」に改め、「又は地方税関係情報」を削り、同項第２号中「申請を行

う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者」を「支給対象児童の属する

世帯」に改め、同号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 前項の事務に係る支給対象児童の属する世帯に係る地方税関係情報 
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  第１０条第２項中第７号を削り、第８号を第７号とし、第９号を第８号とす

る。 

  第１２条第１５号中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（以下この号において「障害者支援法」という。）」を「障害者総合支援

法」に、「障害者支援法施行令」を「障害者総合支援法施行令」に、「、障害者

支援法」を「、障害者総合支援法」に改める。 

  第１７条を第１８条とする。 

  第１６条の前の見出しを削り、同条を第１７条とし、同条の前に見出しとして

「（特定個人情報の提供に係る事務及び情報）」を付する。 

  第１５条の次に次の１条を加える。 

 第１６条 条例別表第２第１４項の規則で定める事務は、第２条第１３項に掲げ

る事務とする。 

 ２ 条例別表第２第１４項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。 

  ⑴ 前項の事務に係る利用対象者、当該利用対象者の保護者及び当該利用対象

者と同一の世帯に属する者に係る地方税関係情報 

  ⑵ 前項の事務に係る利用対象者に係る住民票に記載された住民票関係情報 

  ⑶ 前項の事務に係る利用対象者、当該利用対象者の保護者及び当該利用対象

者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護

実施関係情報 

第２条 甲府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の

一部を次のように改正する。 

  第２条第１４項中「別表第１第１４項」を「別表第１第１５項」に改め、同項

を同条第１５項とし、同条第１３項の次に次の１項を加える。 

 １４ 条例別表第１第１４項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能

による住登外者の情報に対する宛名番号の付番及び管理に関する事務とする。 

  第２条に次の１項を加える。 

 １６ 条例別表第１第１６項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能

による住登外者の情報に対する宛名番号の付番及び管理に関する事務とする。 

  第３条第２項に次の１号を加える。 
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  ⒁ 要保護者等に係る住登外者宛名番号管理機能で管理する住登外者に関する

宛名情報（以下「住登外者宛名管理情報」という。） 

  第４条第２項に次の１号を加える。 

  ⑷ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属す

る者に係る住登外者宛名管理情報 

  第５条第２項に次の１号を加える。 

  ⑹ 前項の事務に係る助成に係る子ども及び保護者に係る住登外者宛名管理情

報 

  第６条第２項に次の１号を加える。 

  ⑸ 前項の事務に係る助成対象者、当該助成対象者と同一の世帯に属する者に

係る住登外者宛名管理情報 

  第７条第２項に次の１号を加える。 

  ⑷ 前項の事務に係る支給対象児童及び当該支給対象児童と同一の世帯に属す

る者に係る住登外者宛名管理情報 

  第８条第２項に次の１号を加える。 

  ⑶ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該者と同一の世帯に属する者に係る

住登外者宛名管理情報 

  第９条第２項に次の１号を加える。 

  ⑸ 市営住宅入居者等に係る住登外者宛名管理情報 

  第１０条第２項に次の１号を加える。 

  ⑼ 小学校就学前子ども、当該小学校就学前子どもと同一の世帯に属する者、

当該小学校就学前子どもの保護者若しくは扶養義務者又はその世帯員及び当

該小学校就学前子どもを監護又は養育する者に関する住登外者宛名管理情報 

  第１１条第２項に次の１号を加える。 

  ⑶ 前項の事務に係る助成を受けようとする者に係る住登外者宛名管理情報 

  第１２条各号中「外国人生活保護実施関係情報」の次に「及び住登外者宛名管

理情報」を加える。 

  第１３条第２項に次の１号を加える。 

  ⑼ 前項の事務に係る助成対象者、当該助成対象者と同一の世帯に属する者、

当該助成対象者の配偶者若しくは保護者又は当該助成対象者の扶養義務者に
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係る住登外者宛名管理情報 

  第１４条第２項に次の１号を加える。 

  ⑹ 前項の事務の申請に係る障害児童、当該障害児童と同一の世帯に属する者

又は当該障害児童の保護者に係る住登外者宛名管理情報 

  第１５条第２項に次の１号を加える。 

  ⑶ 前項の事務に係る申請を行う者及び当該申請を行う者の配偶者に係る住登

外者宛名管理情報 

  第１６条第２項に次の１号を加える。 

  ⑷ 前項の事務に係る利用対象者、当該利用対象者の保護者及び当該利用対象

者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名管理情報 

  第１８条中「別表第３第２項」を「別表第３第３項」に改め、同条を第２１条

とする。 

  第１７条の前の見出しを削り、同条を第１９条とし、同条の前に見出しとして

「（特定個人情報の提供に係る事務及び情報）」を付し、同条の次に次の１条を

加える。 

 第２０条 条例別表第３第２項の規則で定める事務は、第２条第１６項に掲げる

事務とする。 

 ２ 条例別表第３第２項の規則で定める情報は、前項の事務の対象者に係る住登

外者宛名管理情報とする。 

  第１６条の次に次の２条を加える。 

 第１７条 条例別表第２第１５項の規則で定める事務は、市長が処理することと

される事務とする。  

 ２ 条例別表第２第１５項の規則で定める情報は、前項の事務の対象者に係る住

登外者宛名管理情報とする。 

 第１８条 条例別表第２第１６項の規則で定める事務は、教育委員会が処理する

こととされる事務とする。 

 ２ 条例別表第２第１６項の規則で定める情報は、前項の事務の対象者に係る住

登外者宛名管理情報とする。  

  本則に次の１条を加える。 

 第２２条 条例別表第３第４項の規則で定める事務は、第２条第１４項に掲げる
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事務とする。 

 ２ 条例別表第３第４項の規則で定める情報は、前項の事務の対象者に係る住登

外者宛名管理情報とする。 

   附 則 

 この規則中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は令和８年１月５日から

施行する。 
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規程  
 
 
 

甲府市規程第６号 

 甲府市辞令式の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和７年９月２６日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

   甲府市辞令式の一部を改正する規程 

 甲府市辞令式（昭和２９年７月規程第１０号）の一部を次のように改正する。 

第２号様式（別記）第３９号及び第４０号中「部分休業」を「第１号部分休業」

に改める。 

第２号様式（別記）中第１００号を第１０２号とし、第４１号から第９９号まで

を２号ずつ繰り下げ、第４０号の次に次の２号を加える。 

４１ 第２号部分休

業 

第２号部分休業を承認する 

第２号部分休業の期間は○○年○

○月○○日から○○年○○月○○

日までとする 

第２号部分休

業を承認する

場合 

４２ 第２号部分休

業取消 

第２号部分休業の承認を取り消す  

附 則 

 この規程は、令和７年１０月１日から施行する。 
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告示 
 

甲府市告示第５４２号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加申請

書類及び企画提案書等の提出を招請します。 

 

令和７年９月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

ケアプランデータ連携システム活用促進モデル地域づくり事業  

２ 業務概要 

ケアプランデータ連携システムを活用し、介護事業所間の連携強化及び業務

効率化を促進することで、職員の負担軽減や生産性向上につながる取組みを実

施する。 

３ 履行期間 

契約締結日から令和８年３月３１日まで 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とす

る。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず 

れにも該当していない者であること。 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

(3) 本業務に係る公募の日から契約締結日までの間に、甲府市建設工事等請負契

約に係る指名停止等措置要綱又は甲府市物品供給（入札等）制度要綱に基づ

く指名停止を受けている期間が含まれていないこと。 

(4) 国税及び地方税に滞納がないこと。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがな

されている者でないこと。 

(6) 本業務に類似する十分な業績及び能力を有していること。 

５ 手続き 

(1) 実施要領等の配布 

公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等は、甲府市のホームペ  

ージにて公表するため、適宜ダウンロードすること。  

(2) 提出方法等 
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参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポー  

ザル実施要領を参照すること。  

６ 連絡先 

福祉部福祉支援室長寿介護課 

山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話：０５５－２３７－５４７３ 

メールアドレス：ｋａｉｇｏｈｏｋｅｎ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ  

－44－



甲府市告示第５４３号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和７年９月４日までに、引き取る旨の連絡を次の連

絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和７年９月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市下飯田一丁目地内 

２ 犬又は猫の別：猫４頭 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス１頭、メス３頭 

５ 毛の色：キジ白２頭、キジトラ１頭、灰白１頭 

６ その他の特徴：１か月齢位、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第５４４号  
 

次の国民健康保険料に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）の調

査を行ったが不明のため、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第７８条

において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定によ

り公示する。 
 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 
 

令和７年９月３日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 書類名         令和７年度国民健康保険料納入通知書 

（兼更正通知書）（令和６年度相当分） 

令和７年度国民健康保険料納入通知書 

（兼決定通知書） 

令和７年度国民健康保険料納入通知書 

（兼更正通知書） 

２ 送達を受けるべき者   別紙のとおり 
３ 保管場所        甲府市福祉部福祉総室健康保険課 
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甲府市告示第５４５号  

 

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱第３の

規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者として次の者を指定した

ので、同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和７年９月４日 

                  

甲府市長 樋口 雄一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９９０１０１０８９ 

２ 事業所の名称      デイサービス にこにこ ｏｎｅ ｄａｙ 

３ 事業所の所在地      甲府市住吉三丁目２２番２号 

４ 当該事業所の申請者    株式会社Ｇｅｎｅｒａｌ 

Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｋ＆Ｈ 

代表取締役 佐々木 君子 

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業 
（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          令和７年９月１日 
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                          甲府市告示第５４６号  
 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により、都市

計画を変更するので、同条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定によ

り、次のとおり公告し、当該都市計画の変更案を公衆の縦覧に供する。 
 なお、当該都市計画の変更案について、縦覧期間満了の日までに甲府市に意見書

を提出することができる。 
 
  令和７年９月４日 
                 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 都市計画の種類  甲府都市計画公園舞鶴城公園の変更 
２ 都市計画の変更に  縦覧に供する図書に明示する部分 
  係る土地の区域   
３ 縦 覧 会 場  甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号甲府市役所本庁舎７階 
４ 縦 覧 期 間  令和７年９月１０日から令和７年９月２４日まで 
            ただし縦覧会場の開場時間は、土・日・祝日を除く 

午前８時３０分から午後５時１５分までとする。 
５ 意見書の提出先  甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 
６ 意見書の提出方法  直接持参、郵送など 
７ 意見書の提出期限  令和７年９月２４日 午後５時１５分 
８ 都市計画案の概要  案の概要については省略し、甲府市まちづくり部まち開

発室都市計画課において縦覧に供する。 
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                          甲府市告示第５４７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年９月５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１２３号 

工事名 耐震性貯水槽６０ｍ３型設置工事 

工事場所 甲府市幸町地内（甲府市地域医療センター敷地内） 

工事概要 

１ 工事内容 

耐震性貯水槽設置 

（鋼製６０ｍ３級・井筒沈下工法）Ｎ＝１箇所 

付帯工              １式 

２ 工期 令和８年２月２７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２９，５６８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，４００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 １ 入札説明書等配付開始日 令和７年９月５日 
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２ 入札説明書等配付締切日 令和７年９月１７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年９月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年９月２４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年９月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年９月２５日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１０月３日 

午前９時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年９月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

－50－



問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第５４８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年９月５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１２５号 

工事名 側溝改良工事（Ｒ７－５） 

工事場所 甲府市中小河原町地内外 

工事概要 

１ 工事内容 

【１号箇所】 

 施工延長 Ｌ＝６０．０ｍ 

  側溝工（３００型 一般部）Ｌ＝５４．０ｍ 

  側溝工（３００型 点検口部） Ｎ＝６箇所 

  舗装工          Ａ＝２８．０㎡ 

【２号箇所】 

 施工延長 Ｌ＝１６．０ｍ 

  防護柵工         Ｌ＝１６．０ｍ 

  防護柵基礎工       Ｌ＝１６．０ｍ 

  舗装工          Ａ＝２８．０㎡ 

２ 工期 令和８年２月２７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１４，２３４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

７００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 
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合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年９月５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年９月１７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年９月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年９月２４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年９月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年９月２５日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１０月３日 

午前１０時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年９月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 
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低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第５４９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和７年９月５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （舗装）１２８号 

工事名 市道舗装工事（Ｒ７－５） 

工事場所 甲府市大里町地内外 

工事概要 

１ 工事内容 

【１号箇所】 

 施工延長         Ｌ＝４７１．６ｍ 

 表層           Ａ＝２５５０㎡ 

 付帯工          １式 

【２号箇所】 

 施工延長         Ｌ＝２４０．３ｍ 

 切削オーバーレイ工    Ａ＝１４７０㎡ 

 表層           Ａ＝２３㎡ 

【３号箇所】 

 自由勾配側溝工（縦断用 ３００×６００） 

Ｌ＝２０ｍ 

 自由勾配側溝工（縦断用 ３００×５００） 

Ｌ＝５ｍ 

 自由勾配側溝工（横断用 ３００×６００） 

Ｌ＝１０ｍ 

 集水桝工（３００×３００×８００） 

Ｎ＝１基 

 付帯工          １式 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４３，９８９，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 
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入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）７００点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、

２，１００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作 

成要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年９月５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和７年９月１７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年９月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年９月２４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年９月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年９月２５日 

10 入札日時 
令和７年１０月３日 

午前９時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和７年１０月８日 
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12 開札日時 
令和７年１０月１５日 

午前９時３０分 

13 落札者決定日 令和７年１０月１６日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ）
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年９月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月１日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和７年１０月１０日まで 

２ 回答 令和７年１０月１４日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和７年１０月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

 

－57－



甲府市告示第５５０号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和７年９月９日までに、引き取る旨の連絡を次の連

絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和７年９月５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市南口町地内 

２ 犬又は猫の別：猫３頭 

３ 種類：雑種 

４ 性別：性別不明  

５ 毛の色：キジトラ３頭 

６ その他の特徴：１週齢位、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第５５１号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和７年９月１１日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和７年９月８日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市小瀬町地内 

２ 犬又は猫の別：犬 

３ 種類：ポメラニアン 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：茶 

６ その他の特徴：成犬、首輪なし、マイクロチップあり 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 
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                          甲府市告示第５５２号 
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和７年９月９日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
   甲府市里吉一丁目２８番５、２８番８、３０番１及び３０番５から 

３０番１７まで 

   以上１６筆及び水 

２ 公共施設の種類、位置 
公共施設の種類 道路、水路、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 
に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲府市相生一丁目１６番１６号    

   有限会社セントラルホームズ 

代表取締役 雨宮 孝    
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甲府市告示第５５３号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和７年９月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        市県民税督促状 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課  
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甲府市告示第５５４号  

 

次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたので、調査を行ったがなお不明のため地方税法（昭和２５年法律第  

２２６号）第２０条の２の規定により公示する。  

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和７年９月９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        市県民税過誤納金還付通知書 

２ 送達を受けるべき者  別紙のとおり 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課  
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甲府市告示第５５５号  
 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 
 

令和７年９月１２日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 入札対象業務 
（１）入札番号     （業務委託）第８４５号 
（２）業務名称     造林（間伐）事業測量業務委託 
（３）履行期間     契約締結日から令和８年１月３０日まで 
（４）履行場所     仕様書等による 
（５）業務内容     仕様書等による 
（６）予定価格     公表しない 
（７）最低制限価格   設けない 
２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 
（１）甲府市内に本店若しくは本社を有する者であること。 
（２）過去５年以内に、国又は地方公共団体等が行う造林（間伐）事業測量業務を

受託し、本委託業務と同規模の測量業務を履行した実績を有する者であること。 
（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

していない者であること。 
（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号） 

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。ま

た、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 
（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名 
停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。 
また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた日から

２年を経過していること。 
（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がな 
されている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札 
参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。 
３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
（１）配付期間 令和７年９月１２日（金）～令和７年９月２２日（月） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 
午前９時００分～午後５時００分 
令和７年９月２２日（月）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市産業部産業総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 
電話０５５－２３７－５６８７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。 
（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和７年９月１２日（金）～令和７年９月２２日（月） 
（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 
午前９時００分～午後５時００分 
令和７年９月２２日（月）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市産業部産業総室総務課 
甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 
電話０５５－２３７－５６８７ 

４ 入札・開札の日時及び場所 
（１）日 時 令和７年１０月２日（木） 午前１０時００分 
（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１（控室：入札室２） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  
ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 
落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／ 
１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 
６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 
なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において、「２ 入札参

加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 
７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定めら

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 
８ その他 
（１）入札保証金：免除 
（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

－64－



ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を

数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しな

いこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
（３）契約書作成の要否：要 
（４）仕様説明会は行わない。 
（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第５５６号 

 

次の市税等にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）が明らか

でなく、調査を行ったがなお不明のため、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示する。 

なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和７年９月１２日 

 

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       令和７年度市民税・県民税・森林環境税税額決定兼納税

通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市市民部税務管理室市民税課 
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                          甲府市告示第５５７号  
 
 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関 
する規則第９条の規定により公告する。 
 
  令和７年９月１６日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第５５８号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和７年９月１９日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和７年９月１６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市中小河原町地内 

２ 犬又は猫の別：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：メス 

５ 毛の色：白黒 

６ その他の特徴：１週齢位、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第５５９号 
 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加申

請書類及び企画提案書等の提出を招請します。 
 

令和７年９月１７日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 業務名 
高齢者いきいき甲府プラン及び甲府市成年後見制度利用促進基本計画策定支

援業務 
２ 業務概要 

老人福祉法、介護保険法及び共生社会の実現を推進するための認知症基本法

に基づく「高齢者いきいき甲府プラン（令和９年度から令和１１年度）」並び

にその関連計画である「第４次甲府市成年後見制度利用促進基本計画」の策定

に係る支援業務 

３ 履行期間 
契約締結日から令和９年３月３１日まで 

４ 参加資格 
本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とす 

る。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当していないこと。 

⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続等又は民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続等開始の申立てがなされて

いないこと。 

⑶ 本業務に係る公募の日から契約締結の日までの間に、甲府市建設工事等請負

契約に係る指名停止等措置要綱又は甲府市物品供給（入札等）制度要綱に基づ

く指名停止を受けている期間が含まれていないこと。 

⑷ 本市の入札参加資格を有していない場合は、本業務に係る公募の日から契約

締結の日までの間に、国及び地方公共団体から指名停止を受けている期間が含

まれていないこと。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人であってその役員が暴力団員でないこと。 

⑹ 甲府市又は事業所の所在地の自治体が課する税について滞納をしていないこ

と。 

⑺ 令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの間に、官公庁が発注した福

祉の分野におけるアンケート調査の分析を踏まえた計画策定等の支援業務を受
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託し、完了した実績があること。なお、実績は、本体業務を受託した実績であ

り、アンケート調査等、業務の一部のみを受託した実績は含まない。 

５ 手続き 

⑴ 実施要領等の配布 
公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等は、甲府市のホーム

ページにて公表するため、適宜ダウンロードすること。 
⑵ 提出方法等 

参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポ

ーザル実施要領を参照すること。 
６ 連絡先 

福祉部福祉支援室長寿介護課 

山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話：０５５－２３７－５４７３ 

メールアドレス：ｋａｉｇｏｈｏｋｅｎ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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甲府市告示第５６０号  

 

次の者から、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第 

１１５条の５第２項の規定に基づく廃止届を受理したので、同法第７８条及び第 

１１５条の１０の規定により公示する。 

                                      

令和７年９月１８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９６０１９００５４ 

２ 事業所の名称      公益社団法人山梨県看護協会 

荒川訪問看護ステーション 

３ 事業所の所在地      甲府市荒川二丁目１０番２６号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市東光寺二丁目２５番１号 

              公益社団法人山梨県看護協会 

              会長 遠藤 みどり 
５ サービスの種類      訪問看護 

              介護予防訪問看護 

６ 廃止年月日          令和７年９月３０日 
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甲府市告示第５６１号  

 

次の者から介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及び甲府

市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱（平成２８年

福第１号）第７第２項の規定に基づく廃止届を受理したので、同法第７８条の１１

及び同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和７年９月１８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９９０１０１０６３ 

２ 事業所の名称      サンクシア大里デイサービスセンター 

３ 事業所の所在地      甲府市大里町１７５６番地５ 

４ 当該事業所の申請者      甲斐市大下条１１５７番地 

              株式会社サンクシア 

              代表取締役 中込 雅仁 
５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和７年７月３１日 
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甲府市告示第５６２号  

 

次の者から介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定に

基づく廃止届を受理したので、同法第７８条の１１の規定により公示する。 

                                      

令和７年９月１８日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０３４６９ 

２ 事業所の名称      合同会社デイサービスさくら 

３ 事業所の所在地      甲府市湯村三丁目２０番１１号 

４ 当該事業所の申請者      甲府市湯村三丁目２０番１１号 

              合同会社デイサービスさくら 

              代表社員 渡邉 正久 
５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日          令和７年８月３１日 
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甲府市告示第５６３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和７年９月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）８４２号 

（２）業務名称     里吉団地外簡易専用水道水槽等清掃業務委託 

（３）履行期間     契約締結日から令和８年３月１３日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に本店、本社を有する者であること。  

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「水処理」

または「清掃」で登録されている者であり、「建築物飲料水貯水槽清掃業」 

の登録を甲府市長または山梨県知事より受けている者であること。 

（３）現場代理人または主任技術者は、厚生労働大臣の「建築物環境衛生管理技術

者免状」の登録を受けた者、もしくは「建築物環境衛生管理技術者免状」の登

録を受けた者が行う貯水槽清掃作業監督者講習会の課程を修了している者であ

ること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」  

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が
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なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和７年９月１９日（金）～令和７年１０月１日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和７年１０月１日（水）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和７年９月１９日（金）～令和７年１０月１日（水） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和７年１０月１日（水）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和７年１０月２０日（月） 午後１時３０分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎７階 会議室７－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  
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８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第５６４号  
 

地方自治法第２１９条第２項の規定により、令和７年９月市議会定例会において

議決を経た補正予算を、別紙のとおり公表する。 
 

令和７年９月１９日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
 

１ 令和７年度甲府市一般会計補正予算（第５号） 

２ 令和７年度甲府市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

３ 令和７年度甲府市病院事業会計補正予算（第２号） 

４ 令和７年度甲府市下水道事業会計補正予算（第１号） 

５ 令和７年度甲府市水道事業会計補正予算（第２号） 

６ 令和７年度甲府市簡易水道等事業会計補正予算（第１号） 

 
 
 
 
     令和７年９月１９日 原案可決 
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甲府市告示第５６５号  
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。 
 
  令和７年９月１９日 
 
                 甲府市長  樋 口 雄 一 
 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
   甲府市上町字天屋１２５番１、１２５番４及び１２５番５ 

以上３筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲府市上今井町１２１０番地１ 

株式会社とちの木 

   代表取締役 小関 敏和 
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甲府市告示第５６６号  
 
 甲府農業振興地域整備計画を変更したので、農業振興地域の整備に関する法律  
（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１２条第１項 
の規定により公告し、同条第２項の規定により当該農業振興地域整備計画書を次に 
より縦覧に供する。 
 
  令和７年９月２２日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 縦覧場所 
   甲府市丸の内一丁目１８番１号 
   甲府市産業部農林振興室農政課 
 
 

－79－



甲府市告示第５６７号  

 

甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱第６の

規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者として次の者を指定した

ので、同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和７年９月２４日 

                  

甲府市長 樋口 雄一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７２３００３８６ 

２ 事業所の名称      アクティブサロンサニー 

３ 事業所の所在地      中央市山之神１３３番地４５ 

４ 当該事業所の申請者      Ｓ＆Ｙ株式会社 

代表取締役 水江 将梧 

５ サービスの種類      介護予防・日常生活支援総合事業 
（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 指定年月日          令和７年１０月１日 
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                          甲府市告示第５６８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年９月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 合併（土木）５号 

工事名 
①Ｒ７道路改良工事（市道浜下曽根線） 

②（街路－１８）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市上曽根町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

①道路改良工事 

  排水構造物工        Ｌ＝８９ｍ 

  舗装工（車道部）      Ａ＝３６４㎡ 

  舗装工（歩道部）      Ａ＝１３８㎡ 

  縁石工（歩車道境界ブロック） Ｌ＝８９ｍ 

  区画線工           １式 

  付帯工            １式 

②配水管布設替工事 

  ＤＩＰ．ＧＸφ１５０   Ｌ＝８０．０ｍ 

  消火栓φ７５       １基 

２ 工期 令和８年２月２７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２９，７７７，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等又は道路工事等と配水管 

布設替工事等との合併工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，４００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 
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なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年９月２５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１０月７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月２５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１０月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１０月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月２５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１０月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１０月１５日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１０月２２日 

午前９時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１０月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 
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低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第５６９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和７年９月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１３４号 

工事名 水路改修工事（Ｒ７－５） 

工事場所 甲府市落合町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長  Ｌ＝６３ｍ 

プレキャストＬ型水路工（Ｈ１５００） 

Ｌ＝６３ｍ 

仮設工   １式 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３２，４３９，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、

１，６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 
入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 
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求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作 

成要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年９月２５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和７年１０月７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月２５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１０月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１０月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月２５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１０月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１０月１５日 

10 入札日時 
令和７年１０月２２日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和７年１０月２７日 

12 開札日時 
令和７年１０月３０日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 令和７年１０月３１日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ）
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１０月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月２０日 

価格以外の １ 質問 令和７年１０月２８日まで 
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評価に関す 

る照会 
２ 回答 令和７年１０月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和７年１０月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第５７０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年９月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１３５号 

工事名 側溝改良工事（Ｒ７－４） 

工事場所 甲府市新田町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

自由勾配側溝工   Ｌ＝７９ｍ 

場所打擁壁工    Ｌ＝４ｍ 

付帯工       １式 

２ 工期 令和８年１月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１２，１８８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

道路工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

６００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 １ 入札説明書等配付開始日 令和７年９月２５日 
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２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１０月７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月２５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１０月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１０月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月２５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１０月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１０月１５日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１０月２２日 

午前１０時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１０月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第５７１号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年９月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１３６号 

工事名 水路改良工事（その２） 

工事場所 甲府市国玉町地内 

工事概要 

１ 工事内容 
自由勾配側溝工（７００×４００） Ｌ＝４ｍ 

自由勾配側溝工（７００×５００） Ｌ＝５２ｍ 

２ 工期 令和８年１月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１１，８１４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ｂ又はＣ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

５００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 
１ 入札説明書等配付開始日 令和７年９月２５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１０月７日 
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３ 申請書受付開始日 令和７年９月２５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１０月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１０月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月２５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１０月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１０月１５日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１０月２２日 

午前１０時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１０月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

－91－



                          甲府市告示第５７２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和７年９月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１３９号 

工事名 市営住宅駐車場整備工事（城南団地） 

工事場所 甲府市大里町地内 

工事概要 

１ 工事内容 

駐車場台数    Ｎ＝６４台 

排水構造物工   Ｌ＝５６ｍ 

縁石工      Ｌ＝９２ｍ 

表層工（車道部） Ａ＝１１３０㎡ 

路盤工（車道部） Ａ＝１７２㎡ 

表層工（歩道部） Ａ＝２２２㎡ 

区画線工     一式 

伐採工      一式 

付帯工      一式 

２ 工期 令和８年２月６日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２２，４８４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，１００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 
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各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年９月２５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１０月７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月２５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１０月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１０月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月２５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１０月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１０月１５日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１０月２２日 

午前９時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１０月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 
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支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第５７３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和７年９月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （解体）１４４号 

工事名 旧南庁舎解体工事 

工事場所 甲府市幸町１５番６号 

工事概要 

１ 工事内容 

旧南庁舎（ＲＣ造、地上５階 地下１階建）、院 

内保育所（ＲＣ造、平家建）及びその他付属構造 

物の解体撤去工事 

・旧南庁舎        ４６１５.０㎡ 

・地下通路        ４８．５㎡ 

・院内保育所       １６０．０㎡ 

・樹木類         １０本 

・敷地内外周フェンス   ２１６．０ｍ 

・敷地内アスファルト舗装 １７４９．０㎡ 他 

２ 工期 令和９年３月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３３７，９２０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

解体 

次の３者を構成員とする自主結成によ 

る特定建設工事共同企業体 

 代表構成員：評定点８００点以上 

構成員１：評定点７００点以上 

構成員２：評定点７００点以上 

※評定値については、直近の経営事項 

－95－



審査結果通知書の総合評定値で 

「解体」の数値とする。 

代表構成員：特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の解体工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

１億６，８００万円以上の実績に限る。 

共同企業体の代表構成員が元請として 

平成２２年４月１日以降に完成、引き 

渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅱ） 

２ 加算点の満点 ３０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年９月２５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和７年１０月７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月２５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１０月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１０月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月２５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１０月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１０月１５日 

10 入札日時 
令和７年１０月２２日 

午前９時３０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和７年１０月２７日 

12 開札日時 
令和７年１０月３０日 

午前９時３０分 

－96－



13 落札者決定日 令和７年１０月３１日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１０月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和７年１０月２８日まで 

２ 回答 令和７年１０月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和７年１０月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

年度支払限度額 
令和７年度 １３５，１６８，０００円 

令和８年度 残金 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第５７４号 
 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡ 
 
  令和７年９月２５日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 開発区域に含まれる地域の名称 
   甲府市増坪町字茶の木８１５番３及び８１５番５から８１５番２８まで 

以上２５筆及び道・水 

２ 公共施設の種類、位置 
公共施設の種類 道路、水路、広場及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 
３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 
   甲府市伊勢四丁目２２番１号 

   西甲府住宅株式会社 

代表取締役 福井 英治 
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甲府市告示第５７５号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項に規定する

障害児通所支援事業者から次のとおり事業の廃止の届出があったので、同法第２１

条の５の２５第２号の規定により公示する。 

 

  令和７年９月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     合同会社テン・フィールド 

２ 事業者の所在地  甲府市上石田三丁目７番１７号 

３ 事業所名     居宅訪問型児童発達支援事業所ちあふる 

４ 事業所の所在地  甲府市上石田三丁目７番１７号 

５ 事業の種類    居宅訪問型児童発達支援 

６ 指定事業所番号  １９５０１０４１１５ 

７ 廃止年月日    令和７年９月３０日 
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甲府市告示第５７６号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の１５第１項に規定する

障害児通所支援事業者から次のとおり事業の廃止の届出があったので、同法第２１

条の５の２５第２号の規定により公示する。 

 

  令和７年９月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人いずみ会 

２ 事業者の所在地  山梨県山梨市東後屋敷６３５番地１ 

３ 事業所名     いずみ園 

４ 事業所の所在地  甲府市宝一丁目１９番６号 

５ 事業の種類    児童発達支援 

６ 指定事業所番号  １９５０１０１００４ 

７ 廃止年月日    令和７年９月３０日 
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甲府市告示第５７７号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者から次のとお

り事業の廃止の届出があったので、同法第５１条第２号の規定により公示する。 

 

  令和７年９月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人あすなろ福祉会 

２ 事業者の所在地  甲府市上石田四丁目５番１８号 

３ 事業所名     障がい福祉サービスセンターあすなろ工房 

４ 事業所の所在地  甲府市上石田四丁目５番１８号 

５ 事業の種類    就労継続支援Ｂ型 

就労移行支援 

６ 指定事業所番号  １９１０１０２２５８ 

７ 廃止年月日    令和７年９月３０日 
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甲府市告示第５７８号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

 

  令和７年９月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人やまなし勤労者福祉会 

２ 事業者の所在地  甲府市若松町６番３５号 

３ 事業所名     障がい福祉サービスセンターあすなろ工房 

４ 事業所の所在地  甲府市上石田四丁目５番１８号 

５ 事業の種類    就労継続支援Ｂ型 

           就労移行支援 

６ 主たる対象者   特定無し 

７ 指定事業所番号  １９１０１０４２５４ 

８ 指定年月日    令和７年１０月１日 
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甲府市告示第５７９号  

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項に規定する指

定障害児通所支援事業者として次の者を指定したので、同法第２１条の５の２５第

１号の規定により公示する。 

 

  令和７年９月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     社会福祉法人やまなし勤労者福祉会 

２ 事業者の所在地  甲府市若松町６番３５号 

３ 事業所名     いずみ園 

４ 事業所の所在地  甲府市宝一丁目１９番６号 

５ 事業の種類    児童発達支援 

６ 主たる対象者   重症心身障害以外 

７ 指定事業所番号  １９５０１０４２６３ 

８ 指定年月日    令和７年１０月１日 
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甲府市告示第５８０号  
 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 
 
 
  令和７年９月２６日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
 
１ 事業者名     公益財団法人住吉偕成会 
２ 事業者の所在地  甲府市住吉四丁目１０番３２号 
３ 事業所名     すみよし作業センター 
４ 事業所の所在地  甲府市住吉四丁目１０番３２号 
５ 事業の種類    就労選択支援 
６ 主たる対象者   精神障害 
７ 指定事業所番号  １９１０１００９６３ 
８ 指定年月日    令和７年１０月１日 
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甲府市告示第５８１号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和７年９月３０日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和７年９月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市里吉三丁目地内 

２ 犬又は猫の別：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：オス 

５ 毛の色：キジ白、キジトラ 

６ その他の特徴：１か月齢位、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 

 

 

－105－



甲府市告示第５８２号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

令和７年９月２９日 

                  

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本） 市民発第２１８６４号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課滞納整理係 
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                          甲府市告示第５８３号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和７年９月２９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第５８４号 

 

動物の愛護及び管理に関する法律第３５条第３項の規定に基づき次の犬又は猫の

引取りを行ったので、甲府市動物の愛護及び管理に関する条例第１５条第４項の規

定により告示する。 

この犬又は猫の所有者は、令和７年１０月２日までに、引き取る旨の連絡を次の

連絡先にすること。 

なお、この期日までに引き取る旨の連絡を行わなかった場合は、この犬又は猫は

処分する。 

 

  令和７年９月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 拾得場所：甲府市富竹三丁目地内 

２ 犬又は猫の別：猫 

３ 種類：雑種 

４ 性別：不明 

５ 毛の色：茶トラ１、黒１、サビ１、白黒２、キジトラ１ 

６ その他の特徴：１か月齢位、首輪なし 

７ 連絡先：甲府市保健衛生部生活衛生室衛生薬務課 

      電話０５５－２３７－２５５０ 
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甲府市告示第５８５号 

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加表明

書及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  令和７年９月２９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

  甲府市まちなか回遊モビリティ戦略基礎検討業務 

２ 業務概要 

  本業務は、まちなかエリアにおいて、甲府まちなかエリアプラットフォームを

中心に策定した「甲府まちなか未来ビジョン２０２５」の実現に向けて、モビリ

ティサービスの現状や課題を整理するとともに、サービス事業者へのヒアリング

等を通じて、将来的なモビリティ戦略の方向性を検討・立案することを目的とす

る業務である。 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和８年３月２７日（金）まで 

４ 参加資格要件 

  本手続きに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 

 （１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しないこと。 

 （２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き又は民事再

生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き中でないこと。 

 （３）公告日現在、「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に

基づく指名停止措置の期間中でないこと。 

 （４）本市の入札参加資格を有していない場合は、公告日現在、国及び他の地方

公共団体において、指名停止の措置を受けていないこと。 

 （５）国税及び地方税を滞納していないこと。 

 （６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条２号に規定する暴力団、又は参加事業者の役員が、同条第６号に規

定する暴力団員でないこと。 

 （７）管理技術者は技術士「総合技術監理部門」（建設）もしくは「建設部門」

の資格を有すること。 

５ 手続き等 

 （１）実施要領等の配布 

    公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等を、甲府市のホーム

ページにて公表するので、適宜ダウンロードすること。 

 （２）提出方法等 

    参加表明書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポ
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ーザル実施要領を参照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市企画部企画総室地域デザイン課 

  〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  電話：０５５－２３７－５０６０ 

  電子メール：ｃｄｅｚａｉｎ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 
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甲府市告示第５８６号 
 
 地方公務員法第５８条の２第３項の規定に基づき、令和６年度の人事行政の運営

状況を、甲府市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第６条の規定により、

別紙のとおり公表する。 
 
  令和７年９月３０日 
 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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   甲府市教育委員会告示第３４号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加

申込書及び企画提案書の提出を招請する。 

 

  令和７年９月３日 

 

                 甲府市教育委員会 

                 教育長 松 田 昌 樹 

 

１ 業務名 

  甲府市地域クラブ総合プラットフォーム構築・運営等業務 

２ 業務概要 

  本業務は、「第２期 甲府市スポーツ推進計画（令和７年７月策定）」の

基本方針１「子ども運動機会の充実」中、（３）地域クラブ活動の推進に掲

げる取組を円滑かつ効率的に実施するために必要な業務を一元管理する総合

プラットフォーム（以下、「プラットフォーム」という。）を構築し、その

後も長期（令和１０年３月３１日まで）にわたり本市の地域クラブ運営を支

援するものであり、これに必要な豊富な経験、ノウハウ及び高度な専門知識

を有する民間事業者等に対し「成果連動型発注方式」によって業務を委託す

るものである。 

  実施にあたっては、本プロポーザルで選定した優先交渉権者と協議のうえ、

予算案を市議会へ上程し、当該予算案の議決を受けることを条件に本業務に

係る業務契約を締結するものとする。 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和１０年３月３１日まで 

４ 参加資格要件 

  本手続きに参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たしている者とす

る。 

 （１）自らが企画提案する事業を実行する意志を持ち合わせ、本業務を的確

に遂行するための能力、技術及び組織（人員体制）を有する単独企業又

はグループ（複数の企業の共同体等）であること。 

 （２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定

に該当しないこと。 

 （３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年

法律第２２５号）又は破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく手続

き開始の申立てがなされている者でないこと。 

教育委員会        
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 （４）告示の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でない

こと。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた

日から２年を経過していること。 

 （５）この公告の日から契約締結日までの間に本市の指名停止を受けていな

いこと。 

 （６）次に該当しないこと。 

   ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２項に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

   イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規

定する暴力団員であると認められる者 

   ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第

三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するな

どをしたと認められる者 

   エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜

を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、

若しくは関与していると認められる者 

   オ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年

法律第１４７号）に基づく処分を過去及び現在において受けている団

体及びその代表者、主催者又はその他の構成員 

   カ 国税及び地方税に滞納がある者 

５ 手続き等 

（１）要項等の配布 

   甲府市地域クラブ総合プラットフォーム構築・運営等業務提案募集要項

（以下「要項」という。）等を甲府市のホームページにて公表するので、

適宜ダウンロードすること。 

（２）提出方法等 

   参加申込みの提出方法、提出期限及び提出先等については、要項等を参

照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市教育委員会教育部生涯学習室スポーツ課 

  山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  ＴＥＬ   ０５５－２２３－７３２５ 

  電子メール ｋｙｏｓｐｏｒｔｓ＠ｃｉｔｙ．ｋｏｆｕ．ｌｇ．ｊｐ 

－113－



選挙管理委員会 
 

甲府市選挙管理委員会告示第２５号 

 

 地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項並びに市町村合併の特例に関する

法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の１／５０

の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条第１項及び第  

８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律第８条第１項に規定

する選挙権を有する者の総数の１／３の数並びに市町村合併の特例に関する法律第

４条第１１項及び第５条第１５項の規定する選挙権を有する者の総数の１／６の数

は、次のとおりである。 

 

令和７年９月１日 

 

甲府市選挙管理委員会 

委員長 原  栄 治 

 

１ １／５０の数        ３，０４１人 

２ １／３の数        ５０，６７５人 

３ １／６の数        ２５，３３８人 

４ 選挙人名簿登録者数   １５２，０２５人 
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農業委員会 
 
甲府市農業委員会告示第９号 

 
 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づく甲府市農業委員会９月

定例総会を、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規定により、令和７年９月  
２９日午後２時００分に甲府市南公民館において開催し、付議すべき事項について

審議することを公告する。 
 
  令和７年９月２２日 
                  

甲府市農業委員会会長 柿 嶋  敦 
 
付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

２ 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１項の規定による農地中

間管理機構への要請について 
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局管理規程第２１号 

甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程及び甲府市上下

水道局職員育児休業規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和７年９月１０日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

              甲府市上下水道局業務部長 功刀 辰也 

 

 

甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程の一部を

改正する規程 

甲府市上下水道局職員の勤務時間及び休日、休暇等に関する規程（平成７年管理

規程第４号）の一部を次のように改正する。  

 第７条の５第１項中「３歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの

子」に改める。 

 第１２条の２第２項中「規則」を「規程」に改め、同項第３号の次に次の１号を

加える。 

 ⑷ 規程で定める期間は、対象職員の子が１歳１１か月に達する日の翌々日から

２歳１１か月に達する日の翌日までの１年間とする。  

第１６条第１項中「定める者」の次に「（第１６条の３第１項において「配偶者

等」という。）」を加える。 

第１６条第５項中「始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した」を削

る。 

第１６条の２第６項中「介護時間は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は

終業の時刻まで連続した２時間（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業」

を「介護休業法第１９条第１項の規定による同条第２項第１号に掲げる範囲内で請
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求する部分休業」に「ある日」を「ある日の介護時間」に「当該」を「１日につき」

に「時間）」を「時間」に改める。  

第１６条の２の次に次の２条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等）  

第１６条の３ 管理者は、職員が、配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に

至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する

制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。）

その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出

（次条において「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認するための面

談その他の措置を講じなければならない。 

２ 管理者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度において、

前項に規定する事項を知らせなければならない。  

（勤務環境の整備に関する措置）  

第１６条の４ 管理者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにす

るため、次に掲げる措置を講じなければならない。  

⑴ 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施  

⑵ 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備  

⑶ その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置  

第２０条の２第１項中「第１２条の２」を「第１２条の３」に改める。  

附 則 

この規程は、令和７年１０月１日から施行する。  
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                     甲府市上下水道局告示第１０１号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和７年９月５日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 
 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００５５号 

工事名 （更新－５）配水管布設替工事 

工事場所 昭和町西条地内（県立甲府昭和高等学校の周辺） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＨＰＰＥ φ１００   Ｌ＝２５８．５ｍ 

ＨＰＰＥ φ７５    Ｌ＝１７４．５ｍ 

仕切弁．ＰＥ φ１００ ７基 

仕切弁．ＰＥ φ７５  ５基 

消火栓 φ７５     １基 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４１，９５４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 給水区域内 

２ 競争入札参加資格 

土木一式  

直近の経営事項審査結果通知書の総合 
評定値（Ｐ）６８２点以上 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

元請として平成２２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年９月５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和７年９月１７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年９月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年９月２４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年９月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年９月２５日 

10 入札日時 
令和７年１０月３日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和７年１０月８日 

12 開札日時 
令和７年１０月１５日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 令和７年１０月１６日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年９月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月１日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和７年１０月１０日まで 

２ 回答 令和７年１０月１４日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和７年１０月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                     甲府市上下水道局告示第１０２号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和７年９月５日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 
 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００５６号 

工事名 （災対－１）送水管布設替工事 

工事場所 甲斐市牛句・大久保地内（高区西配水池の北東） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＧＸ φ３５０  Ｌ＝１５．０ｍ 

ＤＩＰ．ＧＸ φ３００  Ｌ＝１５９．０ｍ 

仕切弁．ＧＸ φ３００  １基 

消火栓（私設）φ７５   １基 

空気弁 φ２０      ２基 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４２，１５２，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 給水区域内 

２ 競争入札参加資格 

土木一式  

直近の経営事項審査結果通知書の総合 
評定値（Ｐ）６８２点以上 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

元請として平成２２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年９月５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和７年９月１７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年９月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年９月２４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年９月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年９月２５日 

10 入札日時 
令和７年１０月３日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和７年１０月８日 

12 開札日時 
令和７年１０月１５日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和７年１０月１６日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年９月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月１日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和７年１０月１０日まで 

２ 回答 令和７年１０月１４日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和７年１０月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                     甲府市上下水道局告示第１０３号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和７年９月５日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 
 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００５７号 

工事名 （鉛対４－４）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市千塚四丁目地内（千松橋の北） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＨＰＰＥ φ７５   Ｌ＝３３２．５ｍ 

仕切弁．ＰＥ φ７５ Ｎ＝４基 

消火栓 φ７５    Ｎ＝１基 

水抜栓 φ２５    Ｎ＝３基 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
４０，９５３，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

２，０００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年９月５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和７年９月１７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年９月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年９月２４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年９月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年９月２５日 

10 入札日時 
令和７年１０月３日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和７年１０月８日 

12 開札日時 
令和７年１０月１５日 

午前９時２０分 

13 落札者決定日 令和７年１０月１６日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年９月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月１日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和７年１０月１０日まで 

２ 回答 令和７年１０月１４日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和７年１０月１４日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                    甲府市上下水道局告示第１０４号 

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和７年９月５日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 
 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００５８号 

工事名 （鉛対４－６）配水管布設替工事 

工事場所 甲府市上今井町地内（市立山城小学校の南） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＨＰＰＥ φ７５   Ｌ＝２２７．０ｍ 

仕切弁．ＰＥ φ７５ Ｎ＝５基 

消火栓 φ７５    Ｎ＝１基 

水抜栓 φ２５    Ｎ＝５基 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２９，６７８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，４００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

－127－



日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年９月５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年９月１７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年９月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年９月２４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年９月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年９月２５日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１０月３日 

午前９時４０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年９月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                    甲府市上下水道局告示第１０５号 

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和７年９月５日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 
 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （土木）１３００４７号 

工事名 下水道改良工事（スＲ７－１０） 

工事場所 甲府市青沼三丁目地内ほか 

工事概要 

１ 工事内容 
人孔鉄蓋取替工  Ｎ＝５３箇所 

付帯工      １式 

２ 工期 令和８年２月１２日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２３，４０８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 土木一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

配水管布設替工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

１，１００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

５ 近接工事 
以下のいずれかの工事の落札者は、 

本工事の落札者となることはできま 
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せん。 

・令和６年７月２４日告示 

 土木１３００３０号「下水道管工 

事（Ｒ６Ｄ－４）（余フ）」 

・令和７年６月５日告示 

合併（舗装）１号「①（路４－５） 

路面復旧工事（余フ）、②下水道 

改良工事（公共Ｒ７－２）（余フ 

）」 

・令和７年８月２５日告示 

土木１３００４１号「下水道改良 

工事（スＲ７－１）」 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年９月５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年９月１７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年９月１７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年９月２４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年９月２５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年９月２５日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１０月３日 

午前１０時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年９月３０日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月１日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 
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入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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甲府市上下水道局告示第１０６号  
 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 
 
  令和７年９月８日 
 
               甲府市上下水道事業管理者職務代理者  
               甲府市上下水道局業務部長 功刀 辰也 
 

 指 定 番 号   第３９１号 
   指定業者名   うみの設備サービス 
   所 在 地   昭和町清水新居５２０－８ 
   代 表 者   海野 弘人 
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甲府市上下水道局告示第１０７号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和７年９月１７日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 功刀 辰也 

 

 指定年月日   令和７年９月１７日 

 指 定 番 号   第２６２号 

 指 定 店 名   株式会社夢空間研究所 

 所 在 地   山梨市下栗原１４５６ 

 代表者氏名   大久保 好朗 
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甲府市上下水道局告示第１０８号  
 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 
 
  令和７年９月１７日 
 
               甲府市上下水道事業管理者職務代理者  
               甲府市上下水道局業務部長 功刀 辰也 
 

 指 定 番 号   第４９１号 
   指定業者名   株式会社夢空間研究所 
   所 在 地   山梨市下栗原１４５６ 
   代 表 者   大久保 好朗 
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甲府市上下水道局告示第１０９号  
 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 
 
  令和７年９月２２日 
 
               甲府市上下水道事業管理者職務代理者  
               甲府市上下水道局業務部長 功刀 辰也 
 

 指 定 番 号   第４５４号 
   指定業者名   有限会社メンテナンス有賀 
   所 在 地   甲府市徳行一丁目１５番２１号 
   代 表 者   有賀 充 
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                     甲府市上下水道局告示第１１０号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和７年９月２５日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 
 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１１００６２号 

工事名 （広中－２）水管橋設置及び配水管布設工事 

工事場所 昭和町飯喰地内(釜無工業団地の南） 

工事概要 

１ 工事内容 

ＤＩＰ．ＧＸφ１５０    Ｌ＝１８６．０ｍ 

ＳＳＰφ１５０（水管橋）  Ｌ＝１８．５ｍ 

ＨＰＰＥφ１００      Ｌ＝５．５ｍ 

仕切弁．ＧＸφ１５０    ４基 

仕切弁．ＰＥφ１００    １基 

不凍急排空気弁φ２５    １基 

空気弁φ２０        ２基 

非常用連絡管室       １基 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
７３，８８７，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 給水区域内 

２ 競争入札参加資格 

土木一式  

直近の経営事項審査結果通知書の総合 
評定値（Ｐ）８７０点以上 

３ 同種工事施工実績 配水管布設替工事等。 
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元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 特別簡易型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年９月２５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和７年１０月７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月２５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１０月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１０月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月２５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１０月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１０月１５日 

10 入札日時 
令和７年１０月２２日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和７年１０月２７日 

12 開札日時 
令和７年１０月３０日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和７年１０月３１日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 
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３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１０月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和７年１０月２８日まで 

２ 回答 令和７年１０月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和７年１０月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                     甲府市上下水道局告示第１１１号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和７年９月２５日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 
 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （とび）１１００６４号 

工事名 （そ－１８）平瀬浄水場外周フェンス設置工事 

工事場所 甲府市平瀬町４３７－３（平瀬浄水場） 

工事概要 

１ 工事内容 

格子フェンス設置工  Ｌ＝１３７．０ｍ 

仮設フェンス撤去工  Ｌ＝１３７．０ｍ 

付帯工        一式 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３４，９５８，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

とび 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評価値（Ｐ）６００点以上 

３ 同種工事施工実績 

防護柵等の設置工事 

元請として平成２２年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 
入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 
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求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和７年９月２５日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和７年１０月７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月２５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１０月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１０月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月２５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１０月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１０月１５日 

10 入札日時 
令和７年１０月２２日 

午前９時２０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和７年１０月２７日 

12 開札日時 
令和７年１０月３０日 

午前９時２０分 

13 落札者決定日 令和７年１０月３１日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１０月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月２０日 

価格以外の １ 質問 令和７年１０月２８日まで 
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評価に関す 

る照会 
２ 回答 令和７年１０月２９日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和７年１０月２９日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                    甲府市上下水道局告示第１１２号 

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和７年９月２５日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 
 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （電気）１１００６５号 

工事名 （そ－１９）昭和浄水場ほか照明更新工事 

工事場所 昭和町西条１４１３番地（昭和浄水場）外１３箇所 

工事概要 

１ 工事内容 

・昭和地区 

  電灯設備工事   一式 

    撤去工事   一式 

・中道地区 

  電灯設備工事   一式 

    撤去工事   一式 

２ 工期 令和８年２月２７日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１２，４５２，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
非適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 給水区域内 

２ 競争入札参加資格 

電気 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評価値（Ｐ）６７２点以上 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の電気設備工事。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 入札説明書に記載 
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（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 令和７年９月２５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１０月７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月２５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１０月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１０月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月２５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１０月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１０月１５日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１０月２２日 

午前１０時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１０月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 前金払 請求できる。 
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中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                    甲府市上下水道局告示第１１３号 

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処理要領の適用を受け 

るものである。 

 

令和７年９月２５日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 
 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）１１００６７号 

工事名 （路４－７）路面復旧工事（余フ） 

工事場所 中央市極楽寺地内（畜産酪農技術センターの北） 

工事概要 

１ 工事内容 

・施工延長  Ｌ＝５８５ｍ 

・表層工（再生密粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

               Ａ＝３３２６㎡ 

・区画線工  一式 

２ 工期 令和８年３月２日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

 

工事開始日：令和７年１０月２３日から令和７年 

１２月２２日までの間で受注者が選択する日 

４ 
予定価格 

（税込み） 
２５，３３３，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

６ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 給水区域内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）７００点以上 

３ 同種工事施工実績 
舗装工事等。 

元請として平成２２年４月１日以降 
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に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 令和７年９月２５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１０月７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月２５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１０月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１０月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月２５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１０月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１０月１５日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１０月２２日 

午前１０時５０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時  

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日  

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１０月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 
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入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                    甲府市上下水道局告示第１１４号 

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処理要領の適用を受け 

るものである。 

 

令和７年９月２５日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 
 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）１１００６８号 

工事名 （路４－４１）路面復旧工事（余フ） 

工事場所 甲府市高畑二丁目地内（通学橋の北）外２箇所 

工事概要 

１ 工事内容 

・施工延長  Ｌ＝５２９．８ｍ 

・幅員    Ｗ＝２．３～６．８ｍ 

・表層工（再生密粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

               Ａ＝２０９０㎡ 

・不陸整正工（粒調砕石Ｍ－３０ ｔ＝３ｃｍ） 

               Ａ＝２０９０㎡ 

・区画線工  １式 

・付帯工   １式 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

 

工事開始日：令和７年１０月２３日から令和７年 

１２月２２日までの間で受注者が選択する日 

４ 
予定価格 

（税込み） 
１７，６９９，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

６ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 舗装 
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直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）７００点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 

８００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

1 入札説明書等配付開始日 令和７年９月２５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１０月７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月２５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１０月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１０月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月２５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１０月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１０月１５日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１０月２２日 

午前１１時００分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時  

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日  

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１０月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月２０日 
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入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                    甲府市上下水道局告示第１１５号 

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

なお、対象工事は、甲府市余裕期間制度の試行に係る事務処理要領の適用を受け 

るものである。 

 

令和７年９月２５日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 
 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）１１００６９号 

工事名 漏水修理に伴う路面復旧工事（路３－０３）（余フ） 

工事場所 給水区域一円（南甲府署管内・２５箇所） 

工事概要 

１ 工事内容 

表層工（再生密粒度ＡＳＣ ｔ＝５ｃｍ） 

               Ａ＝３３１㎡ 

区画線工  １式 

付帯工   １式 

２ 工期 令和８年３月１８日まで 

３ 

適用される 

余裕期間制 

度の方式の 

別及び工事 

開始日 

方式：フレックス方式 

 

工事開始日：令和７年１０月２３日から令和７年 

１２月２２日までの間で受注者が選択する日 

４ 
予定価格 

（税込み） 
１０，６３７，０００円 

５ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

６ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）７００点以上 

３ 同種工事施工実績 
舗装工事等。 

ただし、１件の工事請負額が、 
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５００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２２年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和７年９月２５日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和７年１０月７日 

３ 申請書受付開始日 令和７年９月２５日 

４ 申請書受付締切日 
令和７年１０月７日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和７年１０月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和７年９月２５日 

７ 設計図書配付締切日 令和７年１０月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和７年９月２５日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和７年１０月１５日 

10 入札及び開札日時 
令和７年１０月２２日 

午前１１時１０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
契約時  

（落札者のみ） 
工事開始日設定通知書 

４ 
工事開始日  

（落札者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和７年１０月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和７年１０月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 
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入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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任免辞令 

 
（市長事務部局） 

 
子ども未来部  子ども未来総室  子育て支援課  主事  天 川 勝 司 
子ども未来部  子ども未来総室  子育て支援課  主事  清 水 大 晴 
市立甲府病院  診療支援部            主査  畑 山 一 貴 

（各通） 

退職を承認する 

 
以  上  発 令 日  令和 ７年 ９月３０日 
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